
排水処理設備点検整備工事 

 

第１節 工事概要 

本工事は、稼働中の排水処理設備の点検整備工事を実施するものである。 

 

第２節 工事内容 

1. 作名浄水場ろ過濃縮装置 

   ・ろ布交換整備工事   ：1式 

   ・ろ布洗浄装置整備工事   ：1式 

2. 増間浄水場ろ過濃縮装置 

・ポンプ撤去工事       ：1式 

・ポンプ据付工事       ：1式 

 

第３節 機器仕様 

1. 作名浄水場 ろ過濃縮装置 

・月島機械株式会社製 

2. 増間浄水場 汚泥引抜供給ポンプ 

     ・既設ポンプ 古河産機システムズ株式会社 SPL-80C 同等品以上 

 

第４節 工事範囲 

工事範囲は、下記とする。 

1. 対象機器の主要機材交換（別紙「設計図書」のとおり） 

2. 対象機器の消耗部品交換（別紙「設計図書」のとおり） 

3. 対象機器の清掃・点検・整備 

4. 総合試運転 

   

第５節 その他 

今回の点検整備の対象機器に含まれない機器であっても、異音、漏れ等の異常が

発見された場合は、監督員と協議のうえ、直ちに修繕等の措置をとること。 

 


